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高齢運転者事故、自ら逆転有罪判決を求める
今月のテーマ
　この“ズバッと法談”は、弁護士今井慶貴の独

断に基づきズバッと法律関連の話をするコラムで

す。気楽に楽しんでいただければ幸いです。

　今回のテーマは、高齢運転者事故、自ら逆転有

罪判決を求めるです。

その１．異例の弁護側の逆転有罪主張 
　高齢運転者による重大事故の発生が社会問題と

なって久しいです。最近のニュースでも、池袋で

の元官僚による母子が亡くなった事故についての

第1回公判で、被告人が車の故障による暴走を主張

して罪を争うという報道がありました。

　これと対照的に、前橋市で女子高生2人を死傷さ

せた高齢男性による事故について、一審で無罪判

決を受けた控訴審において、弁護側が自ら有罪を

主張したという報道もありました。一審で無罪と

なった弁護側が控訴審で有罪主張に転じるのは、

確かに異例と言えるでしょう。

　争点は、高齢男性が薬の副作用で意識障害に陥

り、事故に至ったことについて、「予見可能性」が

あったかどうかということです。一審判決は薬の

副作用の説明を受けた証拠はないとして予見可能

性を否定し、検察が控訴をしていました。

　控訴審の弁護人は、一審判決後に長男を通じて

依頼され、被告人と面会し、有罪を認める意思を

確認したということです。弁護人は公判で、「88

歳で余命も長くない。人生の最期を迎えるに当た

り、罪を認め、その責任を取り、償いたい」と述

べ、閉廷後、記者団に「過去に何度も事故を起こ

し、予見可能性があった。運転を回避する義務が

あった。」などと説明したそうです。

その２．弁護士倫理との関係
　この報道に接して思ったのは、刑事弁護人とし

ての倫理との関係で問題がないのだろうかという

ことです。

　実際、弁護人に対し、群馬弁護士会から「本人

の意思を確認するように」と慎重な対応を求める

書面が届いたということです。

　ここで、有罪主張が被告人本人の真意によるも

のであれば何が問題なのか？とも思われますが、

一審判決が無罪と判断していることは、確定判断

ではないものの、「客観的に無罪である（少なくと

もそう主張しうる）のに弁護人が有罪の主張をし

ている」との見方もできなくはないでしょう。

　参考までに、弁護士倫理の設例で出る「被告人

が真犯人の身代わりであることを知った場合の弁

護人の対応」としては、①被告人の意思に反して

も無罪の主張をする、②辞任する、③情状弁護の

みをする、④被告人の意思に従って有罪の主張を

する、といった選択肢があるとされています。

　最後に一言。過失の判断はあくまで法的評価で

あり、過失の自認により直ちに有罪とはなりませ

ん。今回の弁護人の弁護方針は、社会的存在であ

る被告人のための弁護であったと思います。それ

よりも、政治の動きの鈍さに言いたいですね。

　高齢者の事故を防ぐ政策に本気で取り組め！


